
東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則 

第７節 特殊乗車券類の様式 

（クーポン乗車券類の様式） 

第 222条 普通乗車券は、次の様式のものとすることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 急行券、特別車両券、寝台券及び座席指定券は、前項に規定する様式を準用することが

ある。 

 

（特殊共通券の様式） 

第 222条の２ 特殊共通券は、普通乗車券、定期乗車券、自由席特急券、普通急行券、特別

車両券（急行・特別車両券(A)を含む。）、寝台券（急行・寝台券を含む。）、座席指定券（急

行・座席指定券を含む。）又は別に定める乗車券類として発売するものとし、その様式は、

次の各号のとおりする。 

 

 

 

 

 

 

 

表 

7
.3

cm
 

1.0c 小
児
断
線 

12.0cm 

東京都区内の東日本旅客鉄道会社線各駅から乗車できますが、これらの各駅では

途中下車はできません 

Available from any station within Tōkyo City Zone, but no stopover 

allowed within the zone. 

裏 



東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則 

(1) 常備式 

イ 定期乗車券用              ロ イ以外の乗車券類用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 記入式 

イ 定期乗車券用              ロ イ以外の乗車券類用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 小児用の乗車券類に対する記号は、上部余白に表示し、割引、後払及び免税

の取扱いに対する記号は下部余白に表示する。 

 

（特殊指定共通券の様式） 

第 223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、普通回数乗車券（第４種に限る。）、定期乗車券

（第６種に限る。）、団体乗車券（第２種及び第５種に限る。）、指定券（急行・指定席特別

車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以

下この条において同じ。）、自由席特急券、特定特急券、普通急行券若しくは別に定める乗

車券類又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

表 
8

.5
cm

 

5.75cm（裏無地） 

2018. –４.-１ 

表 

8
.5

cm
 

5.75cm（裏無地） 

2018. –４.-１ 

2018. ４.３０ 

2018. –４.-１ 

表 

5
.
75
cm

 

8.5cm   （裏無地） 

2018. ４.３０ 

2018. –４.-１ 

表 

5
.
75
cm

 

8.5cm   （裏無地） 



東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則 

(1) 第１種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 (1) 乗車券類の種類は、第１行目に、普通乗車券の場合は「乗車券」、指定

席特急券の場合は「特急券」の例により表示するほか、小児に対して乗車

券類を発行した場合は「（小）」と表示する。 

(2) 乗車区間又は有効区間は、第２行目の左方に、かたかなによって表示す

る。 

(3) 指定券の場合の指定内容は、第２行目の右方に表示する。 

(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、算用数字を表示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 
6

.7
cm

 

13.9cm 

領 収 額 内 訳 

乗車券有効期間 記事 

№  0 2 7 - 0 0 3 4 

発行 

▼ 

間 

裏 

（ご 案 内） 



東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則 

(2) 第２種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 (1) 乗車券類の種類は、太わく内の第１行目の左欄に、普通乗車券の場合は

「乗車券※※※」、団体乗車券の場合は「団体乗車券（Ｂ小口普通）」、指

定席特急券の場合は「特急券」の例により表示する。 

(2) 乗車区間又は有効区間は、太わく内の第２行目の左欄に、かたかなによ

って「トウキョウトクナイ→オオサカシナイ」又は「トウキョウ→シンオ

オサカ」の例により表示する。 

(3) 有効期間は、当該欄に、「何月何日カラ何日間」の例により表示する。 

(4) 指定券の場合の指定内容は、太わく内の第３行目の左欄に、「何月何日

ひかり何号何時何分発何号車何番何席」の例により表示する。 

(5) 団体乗車券の場合は、別表第２号に定める行程表又は席番表に必要事

項を表示して添付する。 

(6) 備考欄には、誤取消防止符号として、算用数字を表示する。 

 

 

 

 

 

 

 

表 
6

.7
cm

 

17.78cm 

領 収 額 

№  0 1 6 - 0 2 5 4 

発行 

大人 小児 計（名） 備 考 

記 事 

有 効 期 間 

（ご 案 内） 

裏 



東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則 

(3) 第３種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 (1) 乗車券類の種類は、第１行目に、指定席特急券の場合は「トッキュウ

ケン」の例により、かたかなによって表示するほか、小児に対して乗車

券類を発行した場合は「－コドモ－」と表示する。 

(2) 乗車区間又は有効区間は、第２行目の左方に、かたかなによって表示す

る。 

(3) 指定券の指定内容は、第２行目の右方に表示する。 

(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを１葉で発行した場合は、第１行目の左方

に「０」を付して、「０トッキュウケン」の例により表示する。 

(5) 記事欄には、誤取消防止符号として、算用数字を表示する。 

 

(4) 第４種 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏 

（ご 案 内） 

号 （便） 

表 
6

.7
cm

 

13.9cm 

領 収 額 内 訳 

乗車券有効期間 記事 

№  0 2 7 - 0 0 3 4 

      ・      ・      発行 

乗車券 

日間 

： 発 号車 番 席 （段） 

▼ 

月 日 

￥ 乗 急 

表 

5
.7

5
cm

 

8.5cm   （裏無地） 

2018.12.28 
50019 - 01 



東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則 

備考 (1) 乗車券類の種類は、第１行目に普通乗車券の場合は「乗車券」、普通急

行券の場合は「急行券」の例により表示する。 

(2) 小児用の乗車券類に対する記号は、上部余白に表示し、割引、後払及び

免税の取扱いに対する記号は下部余白に印字する。 

(3) この様式は必要に応じ変更することがある。 

 

(5) 第５種 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 (1) 乗車券類の種類は、第１行目に指定席特急券の場合は「特急券」の例に

より表示する。 

(2) 小児用の乗車券類に対する記号は、上部余白に表示し、割引、後払及び

免税の取扱いに対する記号は下部余白に印字する。 

(3) この様式は必要に応じ変更することがある。 

 

(6) 第６種 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 (1) 定期乗車券の種類は、第１行目に通勤定期乗車券の場合は「通勤定期」

の例により表示する。 

(2) 小児用の定期乗車券に対する記号は、上部余白に表示し、割引、後払及

び免税等の取扱いに対する記号は下部余白に印字する。 

(3) この様式は必要に応じ変更することがある。 
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12cm           （裏無地） 

2018.12.28 

表 

5
.
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cm

 

8.5cm   （裏無地） 

2019. 

2018.12.25 


